
障がい者を虐待から守ろう！

〇怒鳴る、罵る

〇仲間外れにする

〇わざと無視する

〇殴る、ける

〇無理やり食べ物や飲み物を

口に入れる

〇必要な金銭を渡さない

〇財産や預金を勝手に使う

〇年金や賃金を渡さない

〇裸にする

〇無理やりキスする

〇わいせつな映像をみせる

〇食事を十分に与えない

〇必要な医療やサービスを

受けさせない

誰もが安心して暮らせる社会へ

通報・相談先

八代市障がい者虐待防止センター（障がい者支援課内）

TEL：0965-35-0294 FAX：0965-33-8983
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しょう しゃ ぎゃく たい まも

だれ あん しん く しゃ かい

ひつよう きんせん わた

ざいさん よきん かって つか

ねんきん ちんぎん わた
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つう ほう そうだん さき

やつ しろ ししょう しゃぎゃくたいぼう し しょう しゃ し えん か ない

虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、

通報が義務付けられています

ぎゃくたい う おも しょう しゃ はっけん ば あい

つう ほう ぎ む づ

心理的虐待 身体的虐待

性的虐待 放棄放任

経済的虐待

ほう き ほうにん

しんたいてきぎゃくたい

けいざいてきぎゃくたい

しんりてきぎゃくたい

せいてきぎゃくたい

障がい者の安全を最優先に考えて対応します
しょう しゃ あんぜん さいゆうせん がんが たいおう

通報者の情報は守られます
つう ほうしゃ じょうほう まも


